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高額療養費制度の見直しに伴う７０歳未満の社保等の被保険者等に係る 
福祉医療費の請求方法等の取扱いについて              

 
 本県の福祉医療制度につきましては、平素より格別な御協力を賜り、心より感謝申し上

げます。 

 これまで福祉医療制度では、市町村国保及び後期高齢者医療以外（以下「社保等」とい

う。）の福祉医療費受給資格者に係る医療機関からの請求については、保険者から給付さ

れる高額療養費との精算が困難なことから、連記式明細書の請求にあたり、「一般」の自

己負担限度額（「○税」表示の者については低所得者の限度額、「○多 」については多数該

当の限度額）までとしていただき、保険請求分と福祉医療費請求分との差額については、

医療機関窓口において、福祉医療費受給資格者に御負担いただいてきたところです。（平

成１９年４月１０付け国援第２０３－１号群馬県理事通知、平成２４年３月２７日付け国

援第２０３－１０号群馬県健康福祉部国保援護課長通知） 
 平成２７年１月１日から健康保険法施行令等の一部を改正する政令（平成２６年政令第

３６５号）が施行され、７０歳未満の被保険者等に係る高額療養費の算定基準額について、

現行の３段階の所得区分が５段階に細分化されることとなりました。 

 今般の改正による高額療養費の所得区分の見直しに伴う社保等の福祉医療費受給資格者

に係る福祉医療への請求限度額については、福祉医療費受給資格者の利便性等を考慮し、

限度額適用認定証の所得区分に応じた自己負担限度額又は所得区分「エ」の自己負担限度

額（「○税 」表示の者については所得区分「オ」の自己負担限度額、「○多 」については多

数該当の自己負担限度額）までとさせていただくことといたしました。 
 つきましては、本件について御承知置きいただくとともに、関係機関等への周知につき

御配慮くださいますようお願い申し上げます 
 なお、社保等に係る連記式明細書の請求に当たっては、下記事項に御留意いただきます

ようお願いいたします。 
 また、市町村国保及び後期高齢者医療の福祉医療費受給資格者であって、限度額適用認

定証等が交付されている者については、原則として、保険請求の残額を福祉医療費として

請求していただくこととなりますので申し添えます。 
 

記 
１ 福祉医療費への請求限度額（平成２７年１月以降） 

（写）
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【限度額適用認定証の提示がない場合】 

所得区分 
 

福祉医療費受給資格者証 

○税  表示なし ○税表示あり 
ア 

（標準報酬月額 83 万円以上） 

57,600 円 

（○多  44,400 円） 

35,400 円 

（○多  24,600 円） 
イ 

（標準報酬月額 53万～79万円） 

57,600 円 

（○多  44,400 円） 

35,400 円 

（○多  24,600 円） 
ウ 

（標準報酬月額 28万～50万円） 

57,600 円 

（○多  44,400 円） 

35,400 円 

（○多  24,600 円） 
エ 

（標準報酬月額 26 万円以下） 

57,600 円 

（○多  44,400 円） 

35,400 円 

（○多  24,600 円） 
オ 

（低所得者） 

57,600 円 

（○多  44,400 円） 

35,400 円 

（○多  24,600 円） 
 ① 福祉医療費受給資格者証に○税 表示がない場合は、「エ」の自己負担限度額 57,600 円 
（多数該当の場合は、44,400 円）を適用 
 ② 福祉医療費受給資格者証に○税 表示がある場合は、「オ」の自己負担限度額 35,400 円 
（多数該当の場合は、24,600 円）を適用 
【限度額適用認定証の提示がある場合】 

限度額適用認定

証の所得区分 
福祉医療費受給資格者証 

○税  表示なし ○税表示あり 
ア 

 
252,600 円＋（医療費－842,000 円）×１％ 

（○多  140,100 円） 

35,400 円 

（○多  24,600 円） 
イ 
 

167,400 円＋（医療費－558,000 円）×１％ 

（○多  93,000 円） 

35,400 円 

（○多  24,600 円） 
ウ 

 
80,100 円＋（医療費－267,000 円）×１％ 

（○多  44,400 円） 

35,400 円 

（○多  24,600 円） 
エ 

 
57,600 円 

（○多  44,400 円） 

35,400 円 

（○多  24,600 円） 
オ 

 
要、市町村に確認 

 
35,400 円 

（○多  24,600 円） 
 
① 福祉医療費受給資格者証に○税表示がない場合は、限度額適用認定証の所得区分に応 
じた自己負担限度額を適用 

② 福祉医療費受給資格者証に○税表示がある場合は、「オ」の自己負担限度額 35,400 円 
（多数該当の場合は、24,600 円）を適用 

    ただし、福祉医療費受給資格者証に○税表示がないが、限度額適用認定証が「オ」の 
場合は、市町村に確認する。 

 
２ 限度額適用認定証の提示がない場合の取扱い 
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福祉医療への請求限度額は所得区分「エ」の自己負担限度額（福祉医療費受給資格者

証に○税表示がある場合は、所得区分「オ」の自己負担限度額）までとなります。被保険

者等の所得区分に応じて、次のとおり精算が必要となる場合があります。 
（１）所得区分「ア」・「イ」・「ウ」の場合 

  ア 福祉医療費受給資格者証に○税表示がない場合（イメージ図１頁①参照） 
福祉医療への請求限度額は所得区分「エ」の自己負担限度額までとなりますので、

被保険者等は、所得区分「ア」・「イ」・「ウ」の自己負担限度額と所得区分「エ」

の自己負担限度額の差額分と高額療養費の合計に相当する額を一時的に窓口で負担

することになります。 
被保険者等において、加入する保険者に申請して高額療養費の支給を受けた後、

残額について、福祉医療の実施主体である市町村に対し、福祉医療費の償還払いの申

請をしていただくことになります。 
なお、医師国保組合及び歯科医師国保組合（以下「国保組合」という。）では、

高額療養費が現物給付されますので、所得区分「ア」・「イ」・「ウ」の自己負担限

度額と所得区分「エ」の自己負担限度額の差額分が高額療養費の一部として過払いさ

れていることにとなります。この場合は、次のいずれかの方法で精算されるようお願

いします。（イメージ図２頁①参照） 
① 被保険者等が高額療養費の過払い分を国保組合に返還した後、市町村に対して福

祉医療費の償還払いを申請する。 
② 国保組合が被保険者等から福祉医療費の請求及び受領に係る委任状の提出を受

け、市町村に対して高額療養費の過払い分を請求する。 

  イ 福祉医療費受給資格者証に○税表示がある場合 
福祉医療への請求限度額は所得区分「オ」の自己負担限度額までとなりますので、

被保険者等は残額を一時的に窓口で負担することになります。 
このような場合は、保険者が市町村民税非課税の情報を把握していない可能性が

ありますので、原則として、被保険者等において、加入する保険者に申請し、所得

区分「オ」の認定を受け、高額療養費の支給を受けていただくことになります。（詳

しくは各保険者にお問い合せください。） 
（２）所得区分「エ」の場合 

  ア 福祉医療費受給資格者証に○税表示がない場合（イメージ図３頁①参照） 
福祉医療への請求限度額は所得区分「エ」の自己負担限度額までとなりますので、

被保険者等は残額を一時的に窓口で負担することになります。被保険者等において、

加入する保険者に申請し、所得区分「エ」の高額療養費の支給を受けていただくこ

とになります。 

  イ 福祉医療費受給資格者証に○税表示がある場合 
福祉医療への請求限度額は所得区分「オ」の自己負担限度額までとなりますので、

被保険者等は残額を一時的に窓口で負担することになります。 
このような場合は、保険者が市町村民税非課税の情報を把握していない可能性が
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ありますので、原則として、被保険者等において、加入する保険者に申請し、所得

区分「オ」の認定を受け、高額療養費の支給を受けていただくことになります。（詳

しくは各保険者にお問い合せください。） 
（３）所得区分「オ」の場合 

  ア 福祉医療費受給資格者証に○税表示がない場合（イメージ図４頁①参照） 
        福祉医療への請求限度額は所得区分「エ」の自己負担限度額までとなりますので、

被保険者等は残額を一時的に窓口で負担することになります。また、所得区分「エ」

の自己負担限度額と所得区分「オ」の自己負担限度額との差額分が福祉医療費の一

部として過払いされていることになります。この場合は、次のいずれかの方法で精

算されるようお願いします。 
① 被保険者等が、加入する保険者に申請して所得区分「オ」の高額療養費の支

給を受けた後、福祉医療費過払い分を市町村に返還する。 
② 市町村が、被保険者等から高額療養費の請求及び受領に係る委任状の提出を

受け、保険者に対して福祉医療費の過払い分を請求する。被保険者等が窓口で

負担した分は、被保険者等において、加入する保険者に申請して高額療養費の

差額の支給を受ける。 

  イ 福祉医療費受給資格者証に○税表示がある場合（イメージ図５頁①参照） 
福祉医療への請求限度額は所得区分「オ」の自己負担限度額までとなりますので、

被保険者等は残額を一時的に窓口で負担することになります。被保険者等において、

加入する保険者に申請し、所得区分「オ」の高額療養費の支給を受けていただくこ

とになります。 
 
３ 限度額適用認定証の提示がある場合の取扱い 

福祉医療への請求限度額は限度額適用認定証の所得区分に応じた自己負担限度額（福

祉医療費受給資格者証に○税表示がある場合は、所得区分「オ」の自己負担限度額）まで

となります。被保険者等の所得区分に応じて、次のとおり精算が必要となる場合があり

ます。 
（１）限度額適用認定証の所得区分が「ア」・「イ」・「ウ」・「エ」の場合 

ア 福祉医療費受給資格者証に○税表示がない場合（イメージ図１頁②、２頁②、３頁

②参照） 
福祉医療への請求限度額は限度額適用認定証の所得区分に応じた自己負担限度額

となりますので、原則として精算は生じません。 

イ 福祉医療費受給資格者証に○税表示がある場合 
限度額適用認定証の所得区分と福祉医療費受給資格者証の所得区分が不一致とな

ります。福祉医療への請求限度額は所得区分「オ」の自己負担限度額となりますの

で、被保険者等は、所得区分「ア」・「イ」・「ウ」・「エ」の自己負担限度額と

所得区分「オ」の自己負担限度額の差額分を一時的に窓口で負担することになりま

す。 
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このような場合は、保険者が市町村民税非課税の情報を把握していない可能性が

ありますので、原則として、被保険者等において、加入する保険者に申請し、所得

区分「オ」の認定を受け、高額療養費の差額の支給を受けていただくことになりま

す。（詳しくは各保険者にお問い合せください。） 
（２）限度額適用認定証の所得区分が「オ」の場合 

  ア 福祉医療費受給資格者証に○税表示がない場合（イメージ図４頁②参照） 

形式的には、限度額適用認定証の所得区分と福祉医療費受給資格者証の所得区分

が不一致となります。この場合は、原則として、各市町村において福祉医療費受給

資格者証に「○税 」の表示してもらう必要があります。ただし、市町村によっては「○税 」

表示を実施していない場合がありますので、「○税」扱いとして請求できるかについ

て、各市町村に御確認ください。 

  イ 福祉医療費受給資格者証に○税表示がある場合（イメージ図５頁②参照） 
        福祉医療への請求限度額は限度額適用認定証の所得区分「オ」の自己負担限度額

となりますので、原則として精算は生じません。 
 
４ 留意事項 
（１）平成２７年１月診療分以降の福祉医療費連記式の請求方法等については、平成２６

年１２月２日付け群国保連第６０８号群馬県国民健康保険団体連合会理事長通知「難

病の患者に対する医療等に関する法律に基づく特定医療費の創設及び高額療養費の

算定基準額の見直しに伴う７０歳未満の社保等の被保険者に係る福祉医療費連記式

の請求方法等について」を参照してください。（詳しくは群馬県国民健康保険団体連

合会にお問い合わせください。） 
（２）加入する保険の変更、世帯主の変更等により被保険者証等が変わった場合は、福祉

医療費受給資格者は必ず市町村に届け出ることになっています。 
   市町村に届出をしていない場合、旧被保険者証等の内容に基づき所得区分を判定す

るため、限度額適用認定証と福祉医療費受給資格者証の所得区分が不一致となる場合

がありますので御留意ください。（詳しくは各市町村にお問い合わせください。） 
 
 
 
 
                      事務担当：福祉医療係 狩野 
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